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税務情報 

国税庁 － 消費税のプラットフォーム課税に関する Q&A等の公表 

2024 年度税制改正では、2025 年 4 月 1 日以後に国外事業者がデジタルプラッ
トフォーム（アプリストア、オンラインモール等）を介して国内において行う
消費者向け電気通信利用役務の提供のうち、特定プラットフォーム事業者（*）を
介してその役務の提供の対価を収受するものについては、その特定プラットフ
ォーム事業者がその役務の提供を行ったものとみなして消費税の申告・納税を
行うこととする「プラットフォーム課税」制度が新たに創設されました。

（*） 特定プラットフォーム事業者とは、プラットフォーム事業者のその課税期
間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者
が国内において行う消費者向け電気通信利用役務の提供に係る対価の額
（税込）のうち、そのプラットフォーム事業者を介して収受するものの合
計額が 50 億円（課税期間が 1 年に満たない場合には年換算した金額）を
超えるものとして、国税庁長官により指定を受けた者をいいます。 

これを受け、国税庁は 7 月 30 日、消費税のプラットフォーム課税に関する Q&A

を含む以下の情報を公表しました。 

1. 消費税のプラットフォーム課税に関する Q&Aの公表

消費税のプラットフォーム課税に関する情報を集約している「消費税のプラッ
トフォーム課税について」というページ（*）に、以下の 2 つの Q&A が掲載され
ました。 

 消費税のプラットフォーム課税に関する Q&A（国外事業者用）（PDF 336KB） 

デジタルプラットフォームを介して国内において消費者向け電気通信利用役務
の提供を行う国外事業者向けの Q&A（全 18 問）で、たとえば、以下の事項が
明らかにされています。 

 日本支店を有する国外事業者が、その日本支店において日本国内の消費者等
に対する消費者向け電気通信利用役務の提供を行っている場合であっても、
国外事業者が日本国内の消費者等に対してデジタルプラットフォームを介
して行う消費者向け電気通信利用役務の提供であって、かつ、特定プラット
フォーム事業者を介してその対価を収受するものであれば、プラットフォー
ム課税の対象となる。（問 8）
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 プラットフォーム課税の対象となる消費者向け電気通信利用役務の提供に
ついては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなされるため、国
外事業者が適格請求書発行事業者（以下、インボイス発行事業者）であった
としても、適格請求書（以下、インボイス）の交付義務は生じない。（問 10）

 国外事業者が日本支店において日本国内の消費者等に対する消費者向け電
気通信利用役務の提供を行っている場合において、その消費者向け電気通信
利用役務の提供がプラットフォーム課税の対象となった場合であっても、国
外事業者が日本国内で行う課税仕入れ（日本支店の建物の賃借料等）に係る
消費税額は、仕入税額控除の対象となる。（問 12）

 消費税のプラットフォーム課税に関する Q&A（プラットフォーム事業者用）
（PDF 932KB）

デジタルプラットフォームを提供するプラットフォーム事業者向けの Q&A（全
32 問）で、たとえば、以下の事項が明らかにされています。 

 プラットフォーム事業者は、特定プラットフォーム事業者の指定要件を満た
す場合には、その課税期間の確定申告書の提出期限まで（制度開始時は 2024

年 9 月 30 日まで）に「特定プラットフォーム事業者の指定届出書」を提出
する必要があるが、その指定届出書の様式は国税庁の「特定プラットフォー
ム事業者の指定届出手続」のページからダウンロードすることができる。（問
13） 

 特定プラットフォーム事業者の指定を受けた場合、そのプラットフォーム事
業者は、プラットフォーム課税の対象となる消費者向け電気通信利用役務の
提供を行う国外事業者に対して、プラットフォーム課税の対象となる旨及び
対象となる年月日を速やかに通知する必要があるが、その通知の形式・方法
は問わない。しかし、特定プラットフォーム事業者のウェブサイトや、特定
プラットフォーム事業者の提供するデジタルプラットフォームの利用規約
において記載されているのみの場合には、国外事業者への「通知」にはあた
らない。（問 16）

 プラットフォーム課税の対象となる消費者向け電気通信利用役務の提供に
ついては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなされるため、特
定プラットフォーム事業者がインボイス発行事業者である場合、消費者向け
電気通信利用役務の提供を行う国外事業者がインボイス発行事業者である
かどうかにかかわらず、特定プラットフォーム事業者がインボイスを交付す
る必要がある。（問 18）

 特定プラットフォーム事業者は、その指定の効力が生じている課税期間は、
事業者免税点制度や簡易課税制度の適用はない。また、免税事業者であるプ
ラットフォーム事業者が特定プラットフォーム事業者の指定を受けて、課税
期間の途中で特定プラットフォーム事業者の指定の効力が生じた場合であ
っても、その課税期間の初日から課税事業者となる。（問 20）

（*） 本ページの開設及びプラットフォーム課税に関するリーフレットや改正消
費税基本通達等の公表については、2024 年 4 月 2 日発行の e-Tax News 
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No.302「2024 年度税制改正における消費税改正に関する情報」にてお知
らせしています。 

2. 消費税のプラットフォーム課税についての英語等による情報を集約したペ
ージの開設

消費税 のプラ ットフ ォー ム課税 につい て、英 語等 による 情報を 集約し た
「Platform Taxation of Consumption Tax」というページが開設されました。 

このページでは、プラットフォーム課税の概要が英語で説明されているほか、
以下の英語版のリーフレットも掲載されています。（リーフレットについては、
英語版のほか中国語版（簡体字、繁体字）と韓国語版も公表されています。） 

 Platform Taxation of Consumption Tax（PDF 433KB）

なお、英語版の Q&A についても後日このページに掲載される予定です。 

3. 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関する Q&Aの改訂等

2024 年度税制改正においてプラットフォーム課税が創設されたこと及び 2023

年 10 月 1 日からインボイス制度が開始されたことを受け、国税庁は「国境を越
えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」のページに以下のリーフレ
ット及び改訂版 Q&A を公表しました。 

【リーフレット】 

 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について（国内事業者の皆
さまへ）（PDF 452KB）

 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について（国外事業者の皆
さまへ）（PDF 433KB）

【Q&A】 

 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関する Q&A（PDF 627KB）

https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2024/04/e-taxnews-20240402.html
https://www.nta.go.jp/english/taxes/consumption_tax/05.htm
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